
民間事業者等の皆さまへ

提案・相談できる内容は？

「民間提案事業サポートデスク」のご案内

１．「民間提案型」
政策分野を問わず、県と連携して行う地域活性化や県の課題解決に繋がる提案
（提案例）効率的・効果的な行政サービスの実施。様々な分野で継続的に協力する連携協定。

２．「県課題提示型」
県が提示する行政課題の解決に資する提案やアイデアを求めるテーマへの提案
【募集中のテーマ】
（１）鳥取砂丘月面化プロジェクト（月面実証フィールドを活用した実証など）
（２）県有未利用財産の利活用の促進（利活用促進の取組、購入や借入による利活用など）

◎県庁窓口
〒680-8570
鳥取市東町一丁目220
行財政改革推進課
電話：0857-26-7071

○東部地域振興事務所窓口
〒680-0061
鳥取市立川町六丁目176
東部振興課
電話：0857-20-3528

○中部総合事務所窓口
〒682-0802
倉吉市東巌城町2
県民福祉局中部振興課
電話：0858-23-3177

○西部総合事務所窓口
〒683-0054
米子市糀町１丁目160
県民福祉局西部振興課
電話：0859-31-9694

電子メール：minkanteian@pref.tottori.lg.jpお問合せ・提案先

県と連携して行う地域活性化や
県の課題解決につながる提案を広く募集します！！

民間提案事業サポートデスクとは？

①民間事業者等からの提案・相談の受付け、②提案の関係部署への橋渡し・調整、
③必要に応じて有識者等からの専門的助言の実施、④事業の伴走支援・進捗確認、
を行うワンストップ窓口です。

提案・相談することができる民間事業者等とは？

提案内容を自ら企画・実施することが可能な民間事業者等(企業・NPO・大学等)

庁内担当部署
民間提案事業
サポートデスク

①協働連携に関する提案・相談

②提案・相談に係る助言等

③提案・相談内容に
関する調整・検討

民間事業者等

＜民間提案事業サポートデスクの流れ＞

「民間提案事業サポート
デスク」のHPはコチラ

提案の方法は？

とっとり電子申請サービス、電子メール、郵送、来所、電話、ファクシミリ


